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別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 
附属機関又は 
会議体の名称 令和 7 年度 豊島区収納対策本部 第 3 回税・保険料部会 

事務局（担当課） 区民部収納推進担当課長 

開   催   日   時 令和 8 年 1 月 15 日（木）午後 10 時 00 分 ～11 時 00 分 

開 催 場 所 509 会議室 

議      題 
１．令和 7 年度税・保険料収納状況及び令和 8 年度収入見込みに

ついて 

２．その他検討課題について 

公開の

可否 

会  議  

□公開 ■非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 
非公開・一部非公開の場合は、その理由 
極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 
第 6 号に該当するため 

会 議 録  

□公開 □非公開 ■一部非公開 
非公開・一部非公開の場合は、その理由 
極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 
第 6 号に該当するため 

出席者 

委 員 
区民部長、福祉部長、税務課長、国民健康保険課長、高齢者医療年金

課長、介護保険課長 

そ の 他   

事 務 局  区民部収納推進担当課長 

提出された資料 

資料 1-1 収納状況【税務課】  

資料 1-2 収納状況【国民健康保険課】 

資料 1-3 収納状況【後期高齢者医療年金課】  

資料 1-4 収納状況【介護保険課】 

税・国保料部会（その他_情報提供） 

★R7 税・保険料部会（第 3 回）レジュメ 

★R7 税・保険料部会（第 3 回）進行メモ 
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審 議 経 過 
議題１：令和 7 年度税・保険料収納状況及び令和 8 年度収入見込みについて 

（１） 資料の説明（事務局） 

資料 1-1 収納状況【税務課】 

資料 1-2 収納状況【国民健康保険課】 

資料 1-3 収納状況【後期高齢者医療年金課】  

資料 1-4 収納状況【介護保険課】 

 
各課の課長より資料に基づいて、説明した。 

 
（２） 主な意見と質疑 
 

【区民部長】 

ピピットリンクに三菱 UFJ、みずほが加わった。財産調査の拡充を進め、滞納者への取り

組みを強化につながる。 

また来年度より区民部に多文化共生課が移管される。そうなれば、外国人の税・保険料の

滞納対策を連携しながらやっていく必要があると思う。外国人と共生していこうという方向

性がある一方で、期日迄に納付がない者に厳しくするべきだという声もあるため、連携して

いただきたい。 

 

【収納推進担当課長】 

 

ネパール大使館について、電話が繋がらなかったため、飛び込みで訪問しても大丈夫だと

いう情報を基に訪問した。本来はアポイントを取るべきだが、事前連絡なしに訪問するのも

普通のようだ。 

部長が指摘したとおり、日本人と同じように外国人へも税の必要性や納付については伝え

方を工夫する必要がある。 

 

（３） 結論 
 一同了承。 
 
 
議題２： その他検討課題について 

（１） 税・国保料部会の資料について（税・国保料部会の資料参照） 
 
【収納推進担当課長】 

情報共有も含めて。令和 7 年度の取り組みとして、入国管理局協力要請スキームの運用を

示し、収納推進担当は覚書による情報共有を先行、滞納者リストを入管へ渡す運用を整えた。 

 国民健康保険課が先んじて行った覚書による情報共有を収納部門でも実施できるようにこ
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れまで入管と協議を進めてきた。 

次に、令和 9 年 3 月までにデジタル庁を主導によるシステムを整備することが決定したと

いう報道がなされた。よって、収納推進担当としては個別の覚書を結ばず、このシステム改

修後の本格実施に歩調を合わせる方針に変えた。 

資料 1の図の内容は 11月 27 日に読売新聞や日本経済新聞等で発表、報道されている。 

公共サービスメッシュ上にマイナンバーで個人を管理する新設システムを構築し、現行の出

入国情報システムと連携させる。2027 年以降はマイナンバーを活用し、デジタル庁のシステ

ムで、国や地方自治体が管理する外国人の社会保険料の関連情報を直接参照できるようにす

る。滞納があれば在留資格の更新を認めない姿勢を示し、未納の防止にも繋げるという報道

があった。 

  
【区民部長】 

本件については、国民健康保険課がこの資料のとおり、令和 5年 3 月から先行して実施し、

それに合わせて税についても本年度から開始する方針だった。昨今の外国人問題を受けて国

の対応が動き出している状況である。なお、鈴木隼人内閣府副大臣が「今月中には次の外国

人政策について方針を示す」と明言されている。 

一方、外国人の滞納については、金額はさほど大きくないとはいえ、公平公正の観点から

しっかりと徴収していく必要があると考える。したがって、この動向を注視しつつ、適切に

進めていただきたい。 

 
 
（２） 主な意見と質疑 
 意見・質疑なし 
 
（３） 結論 

一同了承。 
 
＜今後のスケジュールについて＞ 
 

・豊島未来会議で報告を予定。日程については２月９日に変更。 
・その前に副区長レクを想定。それまでに資料を固め、各委員の承認を得る。 
・今日の意見を踏まえ、資料は課長から事務局へ送付され、内容を確認してもらう。 


